
夏期講座実行委員長について

1. 会長は、夏期講座の開催に当たり、会員の中から夏期講座実行委員長１名を指名委嘱する。

2. 夏期講座実行委員長は、夏期講座委員会委員を兼ね、夏期講座委員長と協力して夏期講座の企
画・運営に当たる。

3. 夏期講座実行委員長は、夏期講座実行委員若干名を指名委嘱することができる。

（2009年11月28日評議員会決定。）


